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第２章 ひとり親家庭及び寡婦の現状 
 
１．離婚件数等の推移 
 

  野田市の離婚件数は、平成１３年の３４７組をピークに減少はするものの、平成１６

年に再び増加しています。 
  また、離婚率（人口千対）は、平成１３年の２．２６をピークに減少しましたが平成

１６年には再び上昇し、２．１４となっています。 
  なお、平成１６年における離婚率の全国平均は２．１５となっており、僅かながら平

均を下回っています。 
 
 

離婚件数及び離婚率の推移 
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離婚率（離婚件数÷人口×1,000） 

                          
                             （資料：人口動態調査より） 
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２．ひとり親家庭及び寡婦の世帯数等の推移 
 
 平成１７年４月１日現在、市内に居住する母子家庭数は１，２１７世帯、父子家庭数

は９２世帯、寡婦の数は、１，２６７人となっています。また、児童扶養手当の受給者

数も増加しており、最近３ヵ年の推移をみると、平成１５年度が７７９人、１６年度が

８６３人、１７年度が９６８人となっています。 
 平成１５年度から実施した父子家庭等支援手当の受給者数については、１５年度が３

４人、１６年度が５６人、１７年度が７０人と父子家庭の増加に伴い年々増加していま

す。 
 

母子家庭数及び児童扶養手当受給者数の推移
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父子家庭数及び父子家庭等支援手当受給者数の推移
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（資料：年度末に行う母子家庭等調査に基づく数値より） 

寡婦数の推移
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３．ひとり親家庭及び寡婦の状況 
 
（１）母子及び父子家庭の状況 
《ひとり親家庭の親の状況》 

   ○年齢（回答者数：母子家庭７４３人、父子家庭５２人） 
    母子家庭の母の年齢は、「３５～３９歳」の割合が最も多く２６．８％、次いで「３０～３

４歳」が２１．０％、「４０～４４歳」が２０．６％、「４５～４９歳」が１１．６％となっ

ています。 
    父子家庭の父の年齢は、「３０～３４歳」の割合が最も多く２６．９％、次いで「３５～３

９歳」、「４０～４４歳」がそれぞれ２１．２％、「４５～４９歳」、「５５歳以上」がそれ

ぞれ１３．５％となっています。（図表１参照） 
図表１ 年齢           （単位：％） 
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無回答
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４０～４４歳

３５～３９歳
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○現在同居している家族(回答者数：母子家庭７４３人､父子家庭５２人 複数回答：すべて) 
現在同居している家族は、母子家庭の場合、母親本人と「子どものみ」の割合が最も多く６

０．４％、子ども以外で同居している家族は、「父母」が３２．８％、「兄弟姉妹」が９．

０％、「祖父母」が７．１％となっています。 
    一方、父子家庭の場合は、父親本人と「子どものみ」の割合が最も多く４４．２％、子ども

以外で同居している家族は、「父母」が４０．４％、「祖父母」が１７．３％、「兄弟姉妹」

が７．７％となっています。（図表２参照） 
              図表２ 現在同居している家族         （単位：％） 
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   ○子どもの人数（回答者数：母子家庭７４３人、父子家庭５２人） 
    母子家庭では子どもの人数は、「１人」が最も多く４４．５％、次いで「２人」が３７．６％、 

「３人」が１３．５％、「４人」が２．３％などとなっています。（図表３－１参照） 

    父子家庭では子どもの人数は「２人」が最も多く４４．２％、次いで「１人」が３２．７％、 

「３人」が１９．２％となっています。（図表３－２参照） 

図表３－１ 母子家庭           図表３－２ 父子家庭 
 

無回答

1.3%
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13.5%

４人
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５人以上

0.8%

２人

37.6%

１人

44.5%

 
 

   ○子どもの状況（回答者数：母子家庭７４３人、父子家庭５２人 複数回答：すべて） 
    母子家庭の子どもの状況は、「小学生」（小学校１～３年生：２３．６％、小学校４～６年

生：３０．４％）の割合が最も多く５４．０％、次いで「就学前」（通園していない乳児・幼

児：５．４％、保育園児、幼稚園児：２３．６％）が２９．０％、「中学生」が２８．４％、

「高校生」が２５．８％となっています。    

父子家庭の子どもの状況は、「小学生」（小学校１～３年生：３０．８％、小学校４～６年

生：４０．４％）の割合が最も多く７１．２％、次いで「中学生」が３４．６％、「就学前」

（通園していない乳児・幼児：３．８％、保育園児・幼稚園児：２１．２％）が２５．０％、

「高校生」が１９．２％となっています。（図表４参照） 
                  図表４ 子どもの状況           （単位：％） 
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○ひとり親家庭となってからの年数（回答者数：母子家庭７４３人、父子家庭５２人） 
    母子家庭となってからの年数は、「５～１０年未満」が最も多く２９．６％、次いで「１～

３年未満」が２５．０％、「３～５年未満」が２１．３％、「１０年以上」が１２．７％とな

っています。母子家庭になってから５年未満の世帯が５６．７％と半数を超えています。 
    父子家庭となってからの年数は、「１～３年未満」が最も多く３０．８％、次いで「５～１

０年未満」が２５．０％、「１年未満」が２１．２％、「３～５年未満」が１７．３％となっ

ています。父子家庭になってから５年未満の世帯が６９．３％となっています。（図表５参

照） 

             図表５ 母子家庭になってからの年数       （単位：％） 
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   ○ひとり親家庭になった理由（回答者数：母子家庭７４３人、父子家庭５２人） 
    母子家庭になった理由としては、「離婚」が圧倒的に多く８３．８％、次いで「死別」が７．

０％、「未婚の母」が５．４％となっています。（図表６－１参照） 

    父子家庭になった理由としては、「離婚」が圧倒的に多く７６．９％、次いで「死別」が１

７．３％、「遺棄」が３．８％となっています。（図表６－２参照） 

                  図表６－１ 母子家庭           （単位：％） 
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              図表６－２ 父子家庭           （単位：％） 
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   ○養育費の受取状況（回答者数：母子家庭７４３人） 
   母子家庭の母の養育費の取得については、「現在定期的に受けている」が１３．６％、「現

在不定期に受けている」が４．８％、「以前受けたが今は受けていない」が１１．０％となっ

ており、「受けたことがない」が６１．６％となっています。（図表７参照） 

 

 

 

                 図表７ 養育費の受取状況 

以前受けたが今は受けてい
ない

11.0%
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4.8%
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   ○養育費を受けていない理由（回答者数：母子家庭４５７人） 
   養育費を受けていない主な理由としては、「相手に支払う意思や支払能力がない」が５１．

６％と半数を超え、次いで「相手（元夫）と関わりあいたくない」が２０．８％、「取決めを

したが払わない」が１０．１％となっています。（図表８参照） 

             図表８ 養育費を受けていない理由        （単位：％） 
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   ○ひとり親家庭になった直後の悩み（回答者数：母子家庭７４３人、父子家庭５２人 複数回

答：２つまで） 

    母子家庭になった直後の悩みは、「子どもの養育・教育」が最も多く５５．３％、次いで

「自分の就職」が３９．３％、「収入がなくなったこと」が２３．８％、「収入が減ったこと」

が２１．１％となっています。（図表９－１参照） 

    父子家庭になった直後の悩みは、「子どもの養育・教育」が最も多く７１．２％、次いで

「自分の仕事」が３８．５％、「家事のこと」が２５．０％となっています。（図表９－２参

照） 

            図表９－１ 母子家庭になった直後の悩み      （単位：％） 
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            図表９－２ 父子家庭になった直後の悩み      （単位：％） 
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収入が減ったこと

自分の仕事

子どもの養育・教育

 
○現在の悩み（回答者数:母子家庭７４３人、父子家庭５２人 複数回答：２つまで） 

    現在の悩みについては母子家庭では、「生活費のこと」が最も多く５７．５％、次いで「子

どもの養育・教育」が５２．４％、「仕事のこと」が２５．７％、「老後のこと」が１５．

７％となっています。 

    父子家庭では、「子どもの養育・教育」が最も多く５３．８％、次いで「生活費のこと」が

３８．５％、「仕事のこと」が３２．７％、「家事のこと」が１７．３％となっています。

（図表１０参照） 

                 図表１０ 現在の悩み          （単位：％） 
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《就労状況》 

○現在の就業形態及び職種（回答者数:母子家庭７４３人、父子家庭５２人） 

    母子家庭の母の就業形態は、「パート」が最も多く４１．７％、次いで「正社員・正規職

員」が２６．８％、「嘱託・準社員・臨時社員」が５．８％となっています。 

    また、現在「無職」である者が１０．１％となっています。（図表１１－１参照） 

   一方、職種では、「事務的な仕事」が最も多く２２．６％、次いで「専門知識・技術を生かし

た仕事」が１６．８％、「サービスの仕事」が１３．８％となっています。（図表１１－２参

照） 

    父子家庭の父の就業形態は、「正社員・正規職員」が最も多く５１．９％、次いで「アルバ

イト」、「自営業主」がそれぞれ７．７％、「パート」が３．８％となっています。 

    また、「無職」である者が７．７％となっています。（図表１１－１参照） 

   一方、職種では、「製造・技能・労務の仕事」が最も多く３１．２％、次いで「運輸・通信の

仕事」が２０．８％、「サービスの仕事」が８．３％となっています。（図表１１－２参照） 

                図表１１－１ 就業形態          （単位：％） 
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                 図表１１－２ 職種           （単位：％） 
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製造・技能・労務の仕事

運輸・通信の仕事

農林漁業の仕事

サービスの仕事

営業・販売の仕事

事務的な仕事

管理的な仕事
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   ○母子家庭になってからの求職活動の有無（回答者数:母子家庭７４３人） 

   母子家庭となった後、「求職活動をしたことがある」と答えた母子家庭の割合は、７３．１％、

「求職活動をしたことがない」と答えた母子家庭の割合は、２０．６％となっています。（図表

１２参照） 

図表１２ 求職活動の有無 

無回答

6.3%

求職活動をしたことがない

20.6%

求職活動をしたことがある

73.1%

 
 

   ○求職活動をした際の問題（回答者数:母子家庭５４３人 複数回答：２つまで） 

   「求職活動をしたことがある」と答えた母子家庭の母が仕事を探している時の問題としては、

「年齢制限があったこと」が最も多く３２．６％、次いで「子どもが小さいことが問題にされた

こと」が３１．９％、「求人が少なかったこと」が２８．９％、「求職中の子どもの保育の手立

てがなかったこと」が１３．１％となっています。（図表１３参照） 

              図表１３ 求職活動をした際の問題       （単位：％） 

3.9
5.3

9.2
12.5

31.9
13.1

8.1
7.9

32.6
12.5

28.9
8.3

0 5 10 15 20 25 30 35

無回答

その他

特に問題はなかった

母子家庭であることが問題にされたこと

子どもが小さいことが問題にされたこと

求職中の子どもの保育の手立てがなかったこと

職業経験が少なかったこと

資格・技能が合わなかったこと

年齢制限があったこと

自分に向いている仕事が何かわからなかったこと

求人が少なかったこと

気軽に利用できる相談先、情報入手先がなかったこと

 
 

   ○就職しない（又はできない）理由（回答者数:母子家庭７５人 複数回答：２つまで） 

   現在無職である母子家庭の母が就職しない（又はできない）理由としては、「時間・曜日につ

いて条件の合う仕事がない」が最も多く４１．３％、次いで「自分が働ける健康状態ではない」

が３６．０％、「収入について条件の合う仕事がない」が２０．０％、「年齢制限により仕事が

ない」が１８．７％となっています。（図表１４参照） 
            図表１４ 就職しない（又はできない）理由     （単位：％） 

8.0
16.0

1.3
9.3

4.0
1.3

36.0
4.0

16.0
16.0

18.7
41.3

20.0
2.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

無回答

その他

働く必要がない

技能・資格を取得中

仕事をする気になれない

自分が問題を抱えている(離婚調停など)

自分が働ける健康状態ではない

子どもが問題を抱えていた(健康上の不安など)

子どもの保育の手立てがない

仕事に必要な専門的知識や資格がない

年齢制限により仕事がない

時間・曜日について条件の合う仕事がない

収入について条件の合う仕事がない

仕事の探し方がわからない
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○仕事と子育てに関する悩み（回答者数:母子家庭６６８人、父子家庭５２人 複数回答：２つま

で） 

   現在働いている母子家庭の母の仕事と子育てに関する悩みとしては、「仕事と子育てで、肉体

的・精神的に疲れている」が最も多く５７．５％、次いで「子どもの急な病気などでも、仕事を

あまり休むことができない」が３５．０％、「休みが少なく、子どもとの会話やだんらんが無く

なった」が２５．７％、「残業などで帰宅が遅く、家で待っている子どもが心配」が１９．０％

となっています。 

   父子家庭の場合は、「仕事と子育てで、肉体的・精神的に疲れている」、「子どもの急な病気

などでも、仕事をあまり休むことができない」が最も多くそれぞれ３６．５％、次いで、「残業

などで帰宅が遅く、家で待っている子どもが心配」が１９．２％、「休みが少なく、子どもとの

会話やだんらんが無くなった」が１７．３％となっています。（図表１５参照） 

 

            図表１５ 仕事と子育てに関する悩み        （単位：％） 

30.8

3.8

3.8

0.0

5.8

36.5

17.3

19.2

36.5

9.9

6.6

9.4

0.4

3.4

35.0

25.7

19.0

57.5

0 10 20 30 40 50 60

無回答

その他

特に悩みはない

託児の費用が高いため、子どもを預けることができない　

託児の費用がたかいため、働いても生活が苦しい

子どもの急な病気などでも、仕事をあまり休むことができない

休みが少なく、子どもとの会話やだんらんが無くなった

残業などで帰宅が遅く、家で待っている子どもが心配

仕事と子育てで、肉体的・精神的に疲れている

母子家庭

父子家庭

 
   

 ○仕事と生活に関する悩み（回答者数:母子家庭６６８人 複数回答：２つまで） 

   現在働いている母子家庭の母の仕事と生活に関する悩みは、「収入をもっと上げるため、就職

や転職をしたいが技能・資格がない」が最も多く４１．２％、次いで「休日は体を休めることが

ほとんどで、自由に使える時間がない」が３１．９％、「収入をもっと上げたいが、どのように

したらいいかわからない」が２８．６％「収入をもっと上げたいが、自己の健康に不安がある」

が２８．１％となっています。（図表１６参照） 

             図表１６ 仕事と生活に関する悩み       （単位：％） 

10.8

7.3

7.9

31.9

28.1

41.2

28.6

7.6

0 10 20 30 40 50 60

無回答

その他

特に悩みはない

休日は体を休めることがほとんどで、自由に使える時間がない

収入をもっと上げたいが、自己の健康に不安がある

収入をもっと上げるため、就職や転職をしたいが技能・資格がない

収入をもっと上げたいが、どのようにしたらいいのかわからない

仕事上の悩みを聞いてくれるところがない
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《仕事に必要な技能・資格及び希望する支援施策》 

 

○就職や転職のための資格取得（回答者数:母子家庭７４３人） 

   母子家庭の場合、就職や転職のための資格取得については、「取りたいと思うが問題がある」

が最も多く４１．２％、次いで「取りたいと思う」が３８．２％、「取りたいと思わない」が６．

３％、となっています。（図表１７参照） 

                 図表１７ 資格取得           （単位：％） 

6.9
3.8
3.6
6.3

41.2
38.2

0 10 20 30 40 50 60

無回答
その他

関心がない
取りたいと思わない

取りたいと思うが問題がある
取りたいと思う

 
   ○資格取得が困難な理由（回答者数:母子家庭３０６人） 

「取りたいと思うが問題がある」と回答した母子家庭の母が抱える問題としては、「費用を払

う余裕がない」が最も多く５９．５％、次いで「仕事が休めない」が１８．３％、「健康や体力

に不安がある」が９．５％となっています。（図表１８参照） 

              図表１８ 資格取得が困難な理由        （単位：％） 

1.0

3.6

1.6

18.3

9.5

6.5

59.5

0 10 20 30 40 50 60

無回答

その他

資格取得のための講習会などに関する情報が得られない

仕事が休めない

費用を払う余裕がない

健康や体力に不安がある

育児のために時間が取れない

 
   ○就職や仕事の問題解決のための支援（回答者数:母子家庭７４３人、父子家庭５２人 複数回

答：２つまで） 

    就職や仕事の問題を解決するため、希望する支援策については、母子家庭の場合、「訓練受

講などに経済的援助が受けられること」が最も多く５７．３％、次いで「技能講習、職業訓練

などの機会が得られること」が２８．０％、「就労のための支援策などの情報が得られるこ

と」が２４．８％、「職業や生活に関する相談が一箇所で受けられること」が１７．５％とな

っています。 

    父子家庭では、「訓練受講などに経済的援助が受けられること」が最も多く２８．８％、次

いで「就労のための支援策などの情報が得られること」が１９．２％、「職業や生活に関する

相談が一箇所で受けられること」が１５．４％となっています。（図表１９参照） 

          図表１９ 就職や仕事の問題解決のための支援     （単位：％） 

36.5

1.9

3.8

13.5

1.9

3.8

11.5

3.8

15.4

19.2

11.5

28.8

10.4

0.5

1.7

8.7

1.9

3.5

10.4

5.4

17.5

24.8

28.0

57.3

0 10 20 30 40 50 60

無回答

その他

特に求める支援策はない

子どもが病気のときなどに世話をしてくれる制度

仕事を探すときに一時的に子どもを預かってもらうこと

休日保育の充実

保育所や学童保育所の保育時間の延長

保育所や学童保育所に入所できること

職業や生活に関する相談が一箇所で受けられること

就労のための支援策などの情報が得られること

技能講習、職業訓練などの機会が得られること

訓練受講などに経済的援助が受けられること

母子家庭

父子家庭
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《生活について》 

 ○住まいについて（回答者数:母子家庭３２８人、父子家庭５２人） 

   住まいの状況については、母子家庭の場合、「借家」が最も多く４２．４％、次いで「親・そ

の他親族の家」が２９．３％、「持ち家」が２０．４％となっています。 

   「借家」の内訳では、「民間の賃貸住宅」が最も多く６７．６％となっています。(H15 年度ア

ンケート調査による) (図表２０－１及び２０－２参照) 

父子家庭の場合は、「持ち家」が最も多く４０．４％、次いで「親その他親族の家」が２５．

０％、「借家」が１３．５％となっています。 

また、「借家」では、「民間の賃貸住宅」が圧倒的に多く８５．７％となっています。(図表２

０－３及び２０－４参照) 

 

図表２０－１ 住まいの状況（母子家庭）     図表２０－２ 借家の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２０－３ 父子家庭       図表２０－４ 借家の内訳 

 

図表２０－３ 住まいの状況（父子家庭）     図表２０－４ 借家の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借家
42.4%

無回答
6.1%

持ち家
20.4%

親その他
親族の家
29.3%

下宿､間借
等
1.2%

その他
0.6%

その他
2.9%

社宅・寮
0.7%

公団公社
2.9%

公営住宅
25.9%

民間の賃貸
住宅
67.6%

借家
13.5%

無回答
21.2%

持ち家
40.4%

親その他親
族の家
25.0%

公営住宅
14.3%

民間の賃
貸住宅
85.7%
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○就労による収入（回答者数:母子家庭７４３人､父子家庭５２人） 

   就労による総収入（税込み）については、母子家庭の場合、「１００万円未満」が最も多く２

９．５％、次いで「１００～１５０万円未満」が２５．７％、「１５０～２００万円未満」が１

３．７％、「２００～２５０万円未満」が８．５％となっています。 

   父子家庭は、「１５０～２００万円未満」が最も多く２３．１％、次いで「３００～３５０万

円未満」が１３．５％、「２５０～３００万円未満」が１１．５％となっています。（図表２１

参照） 

               図表２１ 就労による収入          （単位：％） 

5.8

7.7

5.8

5.8

5.8

13.5

11.5

7.7

23.1

5.8

7.7

11.4

1.1

0.8

0.8

1.2

3.5

3.8

8.5

13.7

25.7

29.5

0 10 20 30 40 50

無回答

５００万円以上

４５０～５００万円未満

４００～４５０万円未満

３５０～４００万円未満

３００～３５０万円未満

２５０～３００万円未満

２００～２５０万円未満

１５０～２００万円未満

１００～１５０万円未満

１００万円未満

母子家庭

父子家庭

 
 

  ○世帯全体の収入（回答者数:母子家庭７４３人、父子家庭５２人 複数回答：すべて） 

   現在の世帯全体の収入に含まれているものをみると、母子家庭の場合「児童扶養手当」が最も

多く６５．４％、次いで「自分の勤労収入」が５７．３％、「預貯金のとりくずし」が２１．

７％、「子どもの父親からの養育費」が１５．１％となっています。 

   父子家庭については、「自分の勤労収入」が最も多く８６．５％、次いで「父子家庭等支援手

当」が４４．２％、「預貯金のとりくずし」が２１．２％、「同居家族の勤労収入」が１１．

５％となっています。（図表２２参照） 

               図表２２ 世帯全体の収入          （単位：％） 

5.8

1.9

21.2

3.8

9.6

9.6

1.9

44.2

0.0

1.9

11.5

86.5

3.8

1.2

1.2

21.7

2.2

6.2

10.2

3.4

65.4

15.1

3.0

10.5

57.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

無回答

その他

母子寡婦福祉資金借入金

預貯金のとりくずし

生命保険の保険金

遺族基礎年金・厚生年金

親・親族からの援助

生活保護費

児童扶養手当、父子家庭等支援手当

養育費

子どもの勤労収入

同居家族の勤労収入

自分の勤労収入

母子家庭

父子家庭
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   ○制度や施策の認知度及び利用状況（回答者数:母子家庭７４３人、父子家庭５２人） 

   制度や施策の認知度等については、母子家庭の場合「知っている」と「役に立った」を合わせ

た《知っている》が最も多いのは、「児童扶養手当」（８９．４％）で、次いで「公共職業安定

所（ハローワーク）」（８７．６％）、「ひとり親家庭等医療費助成制度」（８１．２％）、

「民生委員児童委員・主任児童委員」（６５．５％）となっています。 

   また、「役に立った」をみると、「児童扶養手当」が最も多く５６．０％で、次いで「ひとり

親家庭等医療費助成制度」が４８．５％、「公共職業安定所（ハローワーク）」が１１．８％と

なっており、他はいずれも５％に満たなかった。    

父子家庭の場合は、「知っている」と「役に立った」を合わせた《知っている》が最も多いの

は、「父子家庭等支援手当」（８２．６％）で、次いで「公共職業安定所（ハローワーク）」

（７６．９％）、「ひとり親家庭等医療費助成制度」（６９．２％）、「野田地域職業訓練セン

ター」（５１．９％）となっています。 

   また、「役に立った」をみると、「父子家庭等支援手当」が最も多く２８．８％、次いで「ひ

とり親家庭等医療費助成制度」が２６．９％、「民生委員児童委員・主任児童委員」が１１．

５％、「公共職業安定所（ハローワーク）」が７．７％となっており、他は５％に満たなかった。

（図表２３－１、２参照） 

図表２３－１ 母子家庭 

58.7

50.3

54.1

54.1

50.6

43.9

39.3

54.9

7.1

21.8

49.0

38.8

29.1

26.9

26.9

35.7

31.1

31.5

35.0

40.6

46.3

30.3

32.7

33.4

61.2

35.9

44.3

54.2

75.8

48.5

56.0

4.3

11.8

13.6

13.5

13.5

13.9

13.1

13.1

13.0

14.1

11.7

9.6

12.7

14.0

13.0

13.1

9.7

1.1

0.8

0.5
1.3

0.5
1.3

2.4
1.5

0.7

3.6
4.0

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

養育費確保のための無料法律相談事業

民間賃貸住宅入居時家賃等助成

ひとり親家庭就業支援講座

病児・病後児保育事業

母子家庭自立支援教育訓練給付金

母子寡婦福祉資金貸付制度

ファミリー・サポート・センター事業

母子家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭等医療費助成制度

児童扶養手当

民生委員児童委員・主任児童委員

母子自立支援員

無料職業紹介所(市役所内)

野田地域職業訓練センター

公共職業安定所(ハローワーク)

知らない 知っている 役に立った 無回答

. 
図表２３－２ 父子家庭 

71.2

69.2

75.0

65.4

67.3

17.3

34.6

67.3

48.1

26.9

11.5

11.5

5.8

15.4

11.5

42.3

53.8

11.5

30.8

48.1

69.2

26.9

28.8

11.5

3.8

3.8

7.7

17.3

19.2

19.2

17.3

19.2

13.5

15.4

19.2

19.2

17.3

21.2

19.2

1.9

3.8

34.6

0.0

1.9

1.9

1.9

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

民間賃貸住宅入居時家賃等助成

ひとり親家庭就業支援講座

病児・病後児保育事業

ファミリー・サポート・センター事業

母子家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭等医療費助成制度

父子家庭等支援手当

民生委員児童委員・主任児童委員

母子自立支援員

無料職業紹介所(市役所内)

野田地域職業訓練センター

公共職業安定所(ハローワーク)
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(２)寡婦の状況 

≪寡婦の状況≫ 
   ○年齢（回答者数:寡婦９９人） 

   寡婦の年齢は、「６０～６４歳」の割合が最も多く２９．３％、次いで「６５～６９歳」が２

１．２％、「７０歳以上」が１８．２％、「５５～５９歳」が１２．１％となっています。（図

表２４参照） 

                 図表２４ 年齢             （単位：％） 

1.0

18.2

21.2

29.3

12.1

8.1

5.1

4.0
1.0

0 5 10 15 20 25 30

無回答

７０歳以上

６５～６９歳

６０～６４歳

５５～５９歳

５０～５４歳

４５～４９歳

４０～４４歳

４０歳未満

 
 
○現在同居している家族（回答者数:寡婦９９人 複数回答：すべて） 

   現在同居している家族は、「子ども」の割合が最も多く６０．６％、次いで「孫」が３１．

３％、「子どもの妻（夫）」が３０．３％、「父母」が８．１％となっています。（図表２５参

照） 
             図表２５ 現在同居している家族         （単位：％） 

19.2

2.0

2.0

0.0

8.1

31.3

30.3

60.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

無回答

その他同居人

兄弟姉妹

祖父母

父母

孫

子どもの妻（夫）

子ども

 
 

   ○現在の悩み（回答者数:寡婦９９人 複数回答：２つまで） 

   現在の悩みは、「老後のこと」の割合が最も多く４２．４％、次いで「自分の健康のこと」が

４１．４％、「子どものこと」、「生活費のこと」がそれぞれ１８．２％となっています。（図

表２６参照） 

                図表２６ 現在の悩み           （単位：％） 

0.0

0.0

14.1

42.4

6.1

13.1

41.4

0.0

4.0

5.1

18.2

6.1
18.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

無回答

その他

特になし

老後のこと

人間関係のこと

家族の健康のこと

自分の健康のこと

家事のこと

相談相手がいないこと

住まいのこと

生活費のこと

仕事のこと

子どものこと
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《就労状況》 

  ○現在の就業形態及び職種（回答者数:寡婦９９人） 

   寡婦の就業形態は、「パート」の割合が最も多く２４．２％、次いで「正社員・正規職員」が

１２．１％、「自営業主（商店主、農業など）」が１１．１％となっています。 

   また、「無職」である者が３３．３％となっています。（図表２７―１参照） 

   一方、職種では、「事務的な仕事」の割合が最も多く１５．２％、次いで「サービスの仕事」、

「製造・技能・労務の仕事」がそれぞれ１０．６％、「営業・販売の仕事」が９．１％となって

います。（図表２７－２参照） 

               図表２７－１ 就業形態           （単位：％） 

15.2
1.0

33.3
0.0
0.0

11.1
1.0
2.0

0.0
24.2

12.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

無回答
その他
無職

家庭での内職
自営業の手伝い(家族従事者)
自営業主(商店主、農業など)
人材派遣会社の派遣社員
嘱託・準社員・臨時社員

アルバイト
パート

正社員・正規職員

 
                図表２７－２ 職種            （単位：％） 

36.4

7.6

10.6

0.0

0.0

10.6

9.1

15.2

3.0

7.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

無回答

その他

製造・技能・労務の仕事

運輸・通信の仕事

農林漁業の仕事

サービスの仕事

営業・販売の仕事

事務的な仕事

管理的な仕事

専門知識・技術を生かした仕事

 
 

○仕事と生活に関する悩み（回答者数:寡婦９９人 複数回答：２つまで） 

   仕事と生活に関する悩みは、「収入をもっと上げたいが、自己の健康に不安がある」が最も多

く１０．１％、次いで「収入をもっと上げるため、就職や転職をしたいが技能・資格がない」が

９．１％、「収入をもっと上げたいが、どのようにしたらいいかわからない」が６．１％となっ

ています。 

   また、「特に悩みはない」が１１．１％となっています。（図表２８参照） 

             図表２８ 仕事と生活に関する悩み        （単位：％） 

60.6

3.0

11.1

4.0

10.1

9.1

6.1

3.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

無回答

その他

特に悩みはない

休日は体を休めることがほとんどで、自由に使える時間がない

収入をもっと上げたいが、自己の健康に不安がある

収入をもっと上げるため、就職や転職をしたいが技能・資格がない

収入をもっと上げたいが、どのようにしたらいいのかわからない

仕事上の悩みを聞いてくれるところがない
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《仕事に必要な技能・資格及び希望する支援施策》 

   ○就職や転職のための資格取得（回答者数:寡婦９９人） 

   就職や転職のための資格取得については、「取りたいと思う」が最も多く１５．２％、次いで

「取りたいと思わない」が１４．１％、「取りたいと思うが問題がある」が９．１％となってい

ます。（図表２９参照） 

                図表２９ 資格取得            （単位：％） 

53.5

4.0

4.0

14.1

9.1

15.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

無回答

その他

関心がない

取りたいと思わない

取りたいと思うが問題がある

取りたいと思う

 
 

   ○資格取得が困難な理由（回答者数:寡婦９人） 

    「取りたいと思うが問題がある」と回答した寡婦の抱える問題としては、「健康や体力に不 

安がある」が最も多く３３．３％、次いで「費用を払う余裕がない」、「仕事が休めない」が 

それぞれ２２．２％となっています。（図表３０参照） 

             図表３０ 資格取得が困難な理由         （単位：％） 

0.0

11.1

11.1

22.2

22.2

33.3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

無回答

その他

資格取得のための講習会などに関する情報が得られない

仕事が休めない

費用を払う余裕がない

健康や体力に不安がある

 
 

   ○就職や仕事の問題解決のための支援（回答者数:寡婦９９人 複数回答：２つまで） 

   就職や仕事の問題を解決するため、希望する支援策については、「技能講習、職業訓練などの

機会が得られること」が最も多く１９．２％、次いで「職業や生活に関する相談が一箇所で受け

られること」が１６．２％、「訓練受講などに経済的援助が受けられること」が１２．１％とな

っています。（図表３１参照） 

          図表３１ 就職や仕事の問題解決のための支援      （単位：％） 

61.6

0.0

2.0

16.2

8.1

19.2

12.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

無回答

その他

特に求める支援策はない

職業や生活に関する相談が一箇所で受けられること

就労のための支援策などの情報が得られること

技能講習、職業訓練などの機会が得られること

訓練受講などに経済的援助が受けられること
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 《生活について》 

   ○住まいの状況（回答者数:寡婦９９人） 

   住まいの状況は、「持ち家」が圧倒的に多く８４．８％、次いで「借家」が１１．１％、「親

その他親族の家」が４．０％となっています。（図表３２－１参照） 

   また、「借家」では、「公営住宅」が最も多く５４．５％、次いで「民間の賃貸住宅」が２７．

３％、「公団公社の賃貸住宅」が９．１％となっています。（図表３２－２参照） 

 

 

 

 

図表３２－１ 住まいの状況     図表３２－２ 借家の内訳 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ○就労による収入（回答者数:寡婦９９人） 

   就労による総収入（税込み）は、「１００万円未満」が最も多く１３．１％、次いで「１００

～１５０万円未満」、「１５０～２００万円未満」がそれぞれ１１．１％、「２００～２５０万

円未満」が６．１％となっています。（図表３３参照） 

               図表３３ 就労による収入          （単位：％） 

46.5
6.1

0.0
0.0
1.0
1.0

4.0
6.1

11.1
11.1
13.1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

無回答

５００万円以上

４５０～５００万円未満

４００～４５０万円未満

３５０～４００万円未満

３００～３５０万円未満

２５０～３００万円未満

２００～２５０万円未満

１５０～２００万円未満

１００～１５０万円未満

１００万円未満

 
 

   ○世帯全体の収入（回答者数９９人 複数回答：すべて） 

   世帯全体の収入については、「遺族基礎年金・厚生年金」が最も多く４３．４％、次いで「自

分の勤労収入」が４０．４％、「同居家族の勤労収入」が３４．３％、「預貯金のとりくずし」

が１２．１％となっています。（図表３４参照）  

               図表３４ 世帯全体の収入          （単位：％） 

28.3

1.0

0.0

12.1

5.1

43.4

5.1

0.0

34.3

40.4

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

無回答

その他

母子寡婦福祉資金借入金

預貯金のとりくずし

生命保険の保険金

遺族基礎年金・厚生年金

親・親族からの援助

生活保護費

同居家族の勤労収入

自分の勤労収入

 

民間の賃
貸住宅
27.3%

公団公社
の賃貸住
宅
9.1%

公営住宅
54.5%

無回答
9.1%

借家
11.1%

親その
他親族
の家
4.0%

持ち家
84.8%
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   ○制度や施策の認知度及び利用状況（回答者数:寡婦９９人） 

   寡婦等に関する制度や施策の認知度及び利用状況をみると、「知っている」と「役に立った」

を合わせた《知っている》が最も多いのは、「公共職業安定所（ハローワーク）」（８０．

８％）で、次いで「児童扶養手当」（７６．７％）、「民生委員児童委員・主任児童委員」（７

５．７％）、「野田地域職業訓練センター」（６２．７％）となっています。 

   また、「役に立った」をみると、「児童扶養手当」が最も多く２３．２％、次いで「公共職業

安定所（ハローワーク）」が２０．２％、「ひとり親家庭等医療費助成制度」が９．１％、「母

子寡婦福祉資金貸付制度」が８．１％となっています。（図表３５参照） 

 

 

図表３５ 制度や施策の認知度及び利用状況 

 

 

 
 
 
 

36.4

26.3

33.3

35.4

17.2

29.3

27.3

19.2

19.2

22.2

12.1

34.3

41.4

37.4

35.4

51.5

41.4

46.5

43.4

53.5

74.7

50.5

53.5

57.6

60.6

8.1

9.1

23.2

5.1

20.2

28.3

32.3

29.3

29.3

23.2

29.3

26.3

28.3

19.2

21.2

27.3

23.2

25.3

19.2

4.0

0.0

3.0

3.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

養育費確保のための無料法律相談事業

民間賃貸住宅入居時家賃等助成

ひとり親家庭就業支援講座

病児・病後児保育事業

母子寡婦福祉資金貸付制度

ファミリー・サポート・センター事業

母子家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭等医療費助成制度

児童扶養手当

民生委員児童委員・主任児童委員

母子自立支援員

無料職業紹介所(市役所内)

野田地域職業訓練センター

公共職業安定所(ハローワーク)

知らない 知っている 役に立った 無回答


